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   歯周疾患（以下「歯周病」という。）は、日本人の歯の喪失をもたらす主要な原因疾患

です。歯周病は、成人期において未だに有病者率が高く、基礎疾患や生活習慣との関係

が注目されていること等から、生涯にわたって歯・口腔の健康を保つために、歯周組織

の健康状態を検査して、結果に基づいた適切な指導を行い、日常的に自らが予防に努め

る行動変容を促すことにより、県民の健康水準の向上に資することを目的とします。 

 
 
  
  実施主体は市町村とします。 

  市町村は、歯科医師会、歯科衛生士会、保健所、その他関係機関の協力を得て実施し

ます。 

 
 
 
  対象者は原則として市町村の区域に居住地を有し、当該年度に満 40 歳、満 50 歳、満

60歳及び満 70歳に達する者とします。 

 
 
 
１．方式等の選択 

   市町村は、地域の特性や実情を踏まえ、実施する方式を選択します。 

① 集団方式：集団で実施する方式 

   ② 個別方式：個別に指定した歯科医療機関で受診する方式 

検診は歯科医師の指導及び管理のもとに、あらかじめ市町村の指定する場所で行

います。 

２．事前準備 
市町村は、あらかじめその地域の対象者の把握及び受診勧奨を図り、所轄保健所、

地区歯科医師会等と十分に連携を図ります。 

① 集団方式：特定健康診査（以下、特定健診）との同時実施等、住民が受診しやす

い方法について検討します。 

② 個別方式：各歯科医療機関が共通認識をもって目的に沿った検診を行えるように、 

事前に検診の意義や、検査の実施方法、検査結果に基づく指導の実施方 

法、報告の仕方等について確認を行い、受託可能な歯科医療機関を指定 

します。 

＊ 集団方式と個別方式を併用する場合は、対象者が同一年度に複数回受診しないよ

うな対策を講じる必要があります。 

＊ 住民に対して検診実施の事前周知を行う際には、実施日時や場所だけでなく、検

診の意義についてあらかじめ情報提供を行うなど、検診の必要性と重要性を周知

して、住民の自主的参加を促すように努めます。 

１ 目   的 

２ 実施主体等 

３ 対 象 者 

４ 実施方法 
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 ３．対象者の把握 

   市町村は、あらかじめ当該年度に満 40 歳、満 50 歳、満 60 歳及び満 70 歳に達する

者を対象者として把握します。 

 ４．検診の周知 

   市町村は、広報誌掲載、個別案内はがきの送付等の方法により対象者に検診の意義、

日時、場所、自己負担額等、受診に必要な情報を提供して検診の周知を行います。   

 ５．検診の方法 

   ① 集団方式：市町村は、歯周病検診を希望する者に対し、対象者に該当することを

確認した上で実施します。併せて検診受診者名簿を作成します。 

② 個別方式：市町村は、対象者に歯周病検診受診票を交付します。指定歯科医療機

関は、歯周病検診を希望する者が持参した歯周病検診受診票を受理し、

歯周病検診を実施します。なお、別の方法で指定歯科医療機関が対象

者に該当することを確認できる場合、歯周病検診受診票の交付は省略

することができます。 

 

             

 １．問 診 

＊ 「歯周病検診票（例）」（13ページ参照）及び「歯周病検診マニュアル 2015（厚生

労働省）」を参考に、次の項目について問診票を作成し、自己記入法または聞き取り

法によって、受診者の訴えや日常の歯・口腔の健康に関連する生活習慣等を把握し、

検診結果とともに保健指導等の参考にします。 

＊ 市町村健康増進計画で、歯科口腔保健目標項目がある場合などは、質問項目を補足

して問診票を作成してもかまいません。 

  ① 自覚症状等 
   ・歯・口腔に関する自覚症状等の有無を質問します。受診者が日常感じている苦痛

や困りごとの内容についても把握できるように努めます。  

  ② 歯科健康診査や歯科医療機関等の受診状況 
   ・歯科医師による定期的なチェックは、歯・口腔の健康状態を保つ視点から「なら

歯と口腔の健康づくり計画」でも指標として掲げており、具体的に把握しておく

ことが必要です。特に歯科検診については、受診動機や、受診の際にどのような

説明・指導を受けたかを確認するように努めます。 

③ 生活習慣や身体的因子 
   ・受診者の歯科口腔保健に関する知識や意識の把握に努めます。１日の歯みがき回

数や、歯ブラシ・補助清掃用具の使用状況、１回あたりの歯みがき所要時間など、

日常の歯・口腔の健康に関連する生活習慣についても把握し、指導の際に活用し

ます。 

   ・歯周病は基礎疾患（糖尿病、関節リウマチ、動脈硬化を伴う狭心症・心筋梗塞・

脳梗塞等）や、妊娠、肥満との関係性について、可能性が示されていることから、

問診により把握します。また、必要に応じて医療機関への受診を勧めます。 

   ・喫煙は、口腔がんの危険因子になるだけでなく、歯周組織の修復機能を妨げたり、

細菌の病原性の強化により歯周病の悪化等につながる関係性が示されていること

から、喫煙習慣等についても把握します。 

５ 検診項目 



 - 3 - 

２．口腔内検査 

＊ 次の項目について、歯科医師がスポット照明下でデンタルミラー、ＷＨＯプローブ

を用いて行います。 

 
（１）現在歯の状況 

 ・歯の全部または一部が口腔内に現れているものをいいます。 

 ・過剰歯は含めないこととします。また、癒合歯は１歯として取り扱い、歯種名は

上位歯種名とします。例えば、１と ２ が癒合していたら １ となります。 ２ は

喪失歯とせずに「▲」を記入します。 

 
 ① 健全歯  「／または連続横線      」 

  ・う蝕あるいは歯科的処置が認められない歯です。 

  ・咬耗・摩耗・着色・斑状歯・外傷・酸蝕症・発育不全・歯周炎・形態異常・エ

ナメル質形成不全等の歯であっても、う蝕や歯科的処置が認められない場合は

健全歯とします。   

 ② 未処置歯 「 Ｃ 」 

  ・小窩裂溝・平滑面に明らかなう窩、エナメル質下の脱灰・浸蝕、軟化底・軟化

壁が確認できる歯です。 

  ・治療途中の歯および二次う蝕の歯は、未処置歯とします。 

・診査者によって判断が異なる程度の初期変化で、治療の必要性が認められない

場合は健全歯とします。 

・Ｃ４の残根は、未処置歯とします。 

③ 処置歯  「 ○ 」 

  ・歯の一部または全部に充填、クラウン等を施している歯です。 

  ・歯周炎の固定装置、矯正装置、矯正後の保定装置、保隙装置及び骨折副木装置

は含みません。 

  ・予防てん塞（フィッシャーシーラント）を施した歯については、可能な限り問

診して、う蝕のない歯にてん塞した場合は健全歯、う蝕の歯にてん塞した場合

は処置歯とします。 

  ・根面板等を施してある歯は、処置歯とします。 

 
（２）喪失歯の状況 

 ・抜去または脱落により喪失した歯です。 

 ・先天的欠如または何らかの理由で歯を喪失したことが明らかであっても、歯列等

の関係から補綴処置の必要性が認められない場合は喪失歯には含めず、歯式該当

欄には「▲」を記入します。 

 
  ① 要補綴歯  「 △ 」 

   ・義歯、ブリッジ等による欠損補綴処置が必要と判断できる歯です。 

② 欠損補綴歯 「 ○△  」 

   ・義歯、ブリッジ、インプラント等による欠損補綴処置が施されている歯です。

ただし、一部破損していたり、欠損部の状況と著しく異なる義歯は装着してい

ないものとします。 
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   ・装着している補綴物の名称（義歯、ブリッジ、インプラント等）と範囲を検診

票の歯式の欄外に記載します。名称は略称でも可能ですが、事前に検査者以外

の歯科医師・歯科衛生士等にも理解できるようにしておく必要があります。 

 

【記載例】 ⑤６⑦  Br. → ５「○」、６「○△」、７「○」 

 

      ⑤６⑥⑦ Br. （ ６分割抜歯）→ ５「○」、６「○」、７「○」 

 

 ５６７  部分床義歯（ ５残根、７根面板） 

→ ５「○△ C」、６「○△」、７「○△○」 

 

 ６７   部インプラント → ６「○△」、７「○△」 

 
（３）歯周組織の状況 

  WHO プローブ（図１）を用い、CPI（community periodontal index  地域歯周疾

患指数）を測定します。 
    
  【プローブ操作】 
   ・プロービングは、ＷＨＯプローブ先端の球を 

歯の表面に沿って滑らせる程度の軽い力（20g） 

で操作します。 

・遠心の接触点直下から、やさしく上下に動か 

しながら近心接触点直下まで移動させます。 

    ・蓄積的な歯周病の罹患経験を表す指標として、 

各分画単位で代表歯のアタッチメントレベル 

を併せて測定することが望ましいです。 

   

① 対象歯 

 

１７・１６ １１  ２６・２７ 

４７・４６  ３１ ３６・３７ 

 
 
・口腔を６分画（17～14、13～23、24～27、47～44、43～33、34～37）し、各ブロ

ックから上記の代表歯 10 歯を検査しますが、臼歯部では２歯のうち高いほうの点

数をその分画の代表点数とします。そのため、記録は各分画１歯ずつ、全体で６

歯とします。 

・前歯部の代表歯（１１あるいは３１）が欠損している場合は、反対側同名歯 

（２１あるいは４１）を検査対象とします。 

・前歯部の対象歯が両側とも欠損している場合、あるいは臼歯部分画で２歯とも欠

損している場合は、検査対象外として「×」を該当する代表歯の欄に記入します。 

・根の露出が根尖に及ぶなど、プロービングが出来ない歯は除外歯として「９」を

該当する代表歯の欄に記入します。 

 
【 図１ WHO プローブ 】 

上 

下 

左 右 
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② 検査方法 

・各分画について、上顎は頬唇側面、下顎は舌側面を下記の基準（表１、図２）で

検査し、最高コード値（代表点数）を記入します。 

＊ 各分画の代表点数のうちの最高コード値を個人の代表値（個人コード）とします。 

 
【 表１ CPI の判定基準 】 

 ｺｰﾄﾞ 所  見 判定基準 
 
 

歯肉出血 

０ 健全 以下の所見が認められない 
１ 出血あり プロービング後 10～30 秒以内に出血が認め

られる 
９ 除外歯 プロービングが出来ない歯 

（例：根の露出が根尖に及ぶ） 
× 該当する歯なし  

 
 
 

歯周ポケット 

０ 健全 以下の所見がすべて認められない 

１ 4～5 ㎜に達するポケット 
ポケットの深さが 4～5 ㎜ 
（プローブの黒い部分に歯肉縁が位置する） 

２ 6 ㎜を超えるポケット 
ポケットの深さが 6 ㎜以上 
（プローブの黒い部分が見えなくなる） 

９ 除外歯 
プロービングが出来ない歯 
（例：根の露出が根尖に及ぶ） 

× 該当する歯なし  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

【 図２ WHO プローブによる測定基準 】  
 

（４）口腔清掃状態 

・CPI の検査対象歯について、ほとんど歯垢の存在が認められない状態を「良好」

とします。また、１歯以上の歯の歯肉縁に歯面の１／３を超えて歯垢が認められ

る場合を「不良」とし、それ以外を「普通」とします。 

・歯石の付着については、「なし」、「軽度（点状）あり」、「中等度（帯状）以上あり」

とします。 

（５）その他の所見 

 ・歯（楔状欠損等）、歯列、咬合、顎関節、口腔粘膜等について、さらに詳しい検査

や治療が必要な所見が認められた場合は、その内容を該当欄に記載し、医療機関

への受診を勧めます。 

 

 
 

【歯肉出血】  

 

【歯周ポケット】 
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３．検診結果の判定 

 ＊ 検査結果に基づき、以下のように判定します。（表２） 

 
【 表２ 検診結果の判定 】 

異常なし ・未処置歯・要補綴歯・その他の所見が認められず、CPI 個人コードが 
歯肉出血０および歯周ポケット０の者 

要指導 

・未処置歯・要補綴歯・その他の所見が認められず、以下ａ～ｄの項目に１

つ以上該当する者 
ａ．CPI 個人コードが歯肉出血１および歯周ポケット０の者 
ｂ．口腔清掃状態が不良の者 
ｃ．歯石の付着（軽度、中等度以上）がある者 
ｄ．生活習慣や基礎疾患、歯科医療機関等の受診状況等、指導を要する者 

要精密検査 

・以下ａ～ｆの項目に１つ以上該当し、さらに詳しい検査や治療が必要な者 
 ａ．CPI 個人コードが歯周ポケット１の者 

ｂ．CPI 個人コードが歯周ポケット２の者 
ｃ．未処置歯がある者 

 ｄ．要補綴歯がある者 
 ｅ．生活習慣や基礎疾患等、さらに詳しい検査や治療を要する者 

ｆ．その他の所見（さらに詳しい検査や治療が必要な項目）がある者 
＊ 問診票および検診票の様式例(記入例)を 13～15ページに例示しました。 

 

 
 
① 集団方式 

市町村から受診者に結果通知・説明します。 

  ② 個別方式 

   指定歯科医療機関から受診者に結果通知・説明し、指定歯科医療機関は結果を市町

村に報告します。 

   

 
 

 １．説明・指導の場の設定 

① 原則として、検診当日に結果説明および歯科口腔保健指導を行います。検診票に、

当日行った指導内容・目標等を記入する欄を設けることが望ましいです。 
  ② 検診当日に事後指導の時間を確保できない場合は、後日説明の場を設けるか、また 

は結果の判定区分に応じたリーフレット等を作成し郵送します。 

  ③ 歯科健康相談や歯科健康教育を実施する場合は、歯周病検診のフォローの場として 

位置づけ、総合的な成人歯科口腔保健対策の中で、それぞれの事業が有機的な連携 

をもつように計画するとともに、住民が参加しやすい実施形態を考慮します。 

６ 検診結果の通知・説明 

７ 事後指導（結果説明と判定区分に基づく指導） 
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２．検査結果の説明 

① 受診者には、現在の口腔内がどのような状態であるかを具体的に知らせます。 

現在自分の歯が何本あるか、治療が必要な部位や歯肉の炎症等について、手鏡等 

を使用して受診者自身が確認できるようにすると効果的です。 

  歯周病は自覚症状がなく進行している場合も多いことから、ポケットの深さ等を 

ＷＨＯプローブ等で示しながら、病態や進行度について正しい理解が得られるよう

にします。 

 
＊ 歯周検査の結果は、CPI 個人コードとして最大値が判定に使用されることから、

最大値の部位や他の検査部位の値についても炎症の有無や程度を知らせる必要が

あります。 

 
② 問診により、歯周病との関係の可能性が示されている基礎疾患や妊娠、生活習慣等 

が認められた場合は、その関係性について説明し、必要に応じて、医療機関への受 

診勧奨を行います。 

③ 検査結果や指導内容を的確に伝えるためには、「結果のお知らせ」等の用紙を活用 

すると効果的です。17 ページに結果通知票（図４）を例示しました。 

  ④ 受診者の口腔内の状態が同世代の集団の中でどのような位置づけにあり、将来の歯 

の喪失等のリスクがどの程度かを示すことにより、受診者に対して、歯・口腔に関 

連する生活習慣改善の動機づけを行います。説明では、現在歯数や CPIコードなど 

のデータの活用や、適切な自己管理と専門的ケアによる改善例等を紹介すると効果 

的です。 

 
＊ 検査結果の活用予定等について検診票に明記し、説明を行うなど、了解を得てお

くようにします。（17ページ 図４参照） 

 

３．判定区分に基づく指導 

① 検査結果を説明した後、判定区分に基づく歯科口腔保健指導を行います。具体的

な指導の要点例は、表３を参考にしてください。 
② 検診現場での説明と、検査結果を受けて受診した歯科医療機関での対応が異なり、

受診者を混乱させることのないよう、地域の歯科医療機関等との事前打ち合わせや

研修により、判定基準・指導の目標等について共通理解しておくことはきわめて重

要で、効果的な事業展開のためには欠かすことのできないプロセスです。 

③ 指導の目標については、「なら歯と口腔の健康づくり計画」や市町村健康増進計画

の歯科口腔保健目標の項目または、表４に示した「歯周病の予防・改善のための指

導の目標例」を参考に、数項目程度を重点項目として絞り込み、歯周病検診・指導

の場だけでなく、その後のフォローや市町村の健康教育、普及啓発活動の中でも一

貫して住民に周知することが必要です。 

  ④ 個別方式で実施している場合、検診と医療を区別することが必要であるため、検診

当日は治療を行わないことが望ましく、受診者の理解を得ることが求められます。 
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  ⑤ 要精密検査該当者のうち CPI 個人コードが歯周ポケット１または２に該当する者

については、歯周病治療を行うにあたり歯周組織検査を行うことになるので、医療

費（検査料等）についてのトラブルを防ぐためにも、医療として行う歯周組織検査

と検診で行う CPI との違いについて、あらかじめ受診者に説明することが望ましい

です。 

  ⑥ 生活習慣の改善を行うことが、歯周病発症予防および重症化予防を進める上で重要

であるため、歯・口腔の健康に関連する生活習慣や基礎疾患を加味した歯科口腔保

健指導等を行うことが望ましいです。 

 
【 表３ 判定区分に基づく指導の要点の一例 】 

判定区分に基づく指導の要点の一例 
判定区分 観察所見 保健指導内容 

異常なし ・CPI＝歯肉出血０、 
歯周ポケット０ 

 
・受診者の状況に応じてう蝕や歯周病などの歯科疾患に

対する予防や歯や口腔の健康維持増進を図る情報や

知識を提供することで、今後の気づきにつなげます。 
 

要指導 

・CPI＝歯肉出血１、 
歯周ポケット０ 

・口腔清掃状態不良 
・歯石の付着あり（軽

度、中等度以上） 
・生活習慣や基礎疾

患、歯科医療機関

等の受診状況等、

指導を要する 

 
・受診者の状況に応じてう蝕や歯周病などの歯科疾患に

対する予防や歯・口腔の健康維持増進を図る情報や知

識の提供及び、改善を必要とする日常生活については

改善の動機づけとなる指導を行います。 
・受診者の口腔内の状況が同世代の集団の中でどのよう

な位置づけにあり、将来の歯の喪失等のリスクがどの

程度であるかを示すことにより、歯・口腔に関する生

活習慣改善の動機づけとします。 
・市町村で実施している歯周病に関する健康教育、健康

相談への参加を促し、自己管理のフォローアップにつ

なげます。 
 

要精密検査 

 
・CPI＝歯周ポケット 

１または２ 
・未処置歯あり 
・要補綴歯あり 
・生活習慣や基礎疾 

患等、さらに詳し 
い検査や治療を要 
する 

・その他の所見あり 

 
・受診者の状況に応じてう蝕や歯周病などの歯科疾患に

対する予防や歯や口腔の健康維持増進を図るための

目標を決め、改善を必要とする日常生活については改

善につながるよう指導を行います。 
・受診者の口腔内の状況が同世代の集団の中でどのよう

な位置づけにあり、将来の歯の喪失等のリスクがどの

程度であるかを示すことにより、歯・口腔に関する生

活習慣改善の動機づけとします。 
・歯科医療機関を受診するよう促します。 
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【 表４ 歯周病の予防・改善のための指導の目標例 】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

市町村は、歯周疾患（歯周病）検診結果報告書（18ページ 表６参照）を作成し、保

健所経由の上、県（健康づくり推進課）へ毎年７月末までに提出する必要があります。 

 
 
 
 
 

 
 
＜受診者全員＞ 

◆ 歯周病の病因や歯垢・歯石の為害性を知る。 
◆ 歯周ポケットの為害性を知り、深い歯周ポケットの部位とその深さを自覚す 

る。 
◆ 歯周病の予防・改善における歯みがきの役割を理解する。 
◆ 適切な自己管理と専門的支援により、多くの歯を８０歳まで失わずに保持で

き、自分の歯で食べることができることを理解する。 
◆ １日１回以上は時間をかけて歯みがきを行う。 
◆ 受診者の生活習慣に応じて、歯みがきを行うタイミングを提案する。 
◆ みがきにくい部位を知り、自身の口腔内にあった歯みがきができる。 
◆ 補助清掃用具や歯みがき剤・洗口液等の使用方法や有効性を理解する。 
◆ 歯肉の自己観察法を知り、自己観察を行う習慣を身につける。 
 

＜過去１年間に歯科検診を受診していない者＞ 
◆ かかりつけ歯科医を持ち、症状がなくても年１回以上、定期歯科検診を受ける

意義を理解する。 
 

＜歯周病との関連が指摘されている基礎疾患を有する者＞ 
◆ 基礎疾患と歯周病との関連について理解する。 
 

＜たばこを現在および過去に吸ったことがある者＞ 
◆ 喫煙等の生活習慣の歯肉への影響について理解する。 

８ 報 告 

歯周病の予防・改善のための指導の目標例 
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９ 
 

 １．検診記録の整備 

① 個人単位の記録の整理 

 ・検診票等を個人単位に整理し、検診後のフォローに活用します。 

 ・記録の活用は、個人情報保護の観点から、受診者への事前の同意を含めて十分な

配慮が必要です。 

② 集団単位の記録の整理（性、年齢（階級）別集計） 

 ・検診事業の評価を行うには、検診の記録を受診者全体の集団の結果として集計す

る必要があります。受診状況や歯・口腔に関連する生活習慣、歯周病等の歯科疾

患の有病状況については、性、年齢（階級）別に集計表を作成して必要な指標を

活用します。 

 ・改正前の CPI（コード０、１、２、３、４）による集団の集計結果と比較する場

合、歯石を除いて、CPI（歯肉出血０、１、歯周ポケット０、１、２）から算出す

ることができます。 

２．結果の分析と評価 

   検診を効果的に展開するために、事業の進行管理、歯科口腔保健の向上等の視点か

ら集計した結果を分析・評価し、地域診断等に使用することで、事業の実施方法の改

善や歯科口腔保健目標の設定、目標達成度の評価に活用することができます。 

 
① 事業の進行管理 

● 受診率（受診者数÷対象者数×100） 

  ・性、年齢別だけでなく、実施日別、会場別、受診者の居住地区別等の分析を行

うことにより、次年度の事業企画のために有効な情報が得られます。 

  ＊ 未受診者に対しては未受診の理由の把握に努めましょう。 

 
● 医療機関受療率（医療機関受療者数÷要精密検査者数×100）  

    ・検診後、要精密検査と判定された者が実際に医療機関を受療したか否かは、事

業評価の点から注目する必要があります。集団方式の場合は、図３に例示した

「紹介状・回答書」を該当者に渡して、医療機関受診の際に持参してもらい、

医療機関から受療結果を郵送等により回収するなど、要精密検査と判定された

者の受療行動を把握できる体制を構築する必要があります。個別方式の場合は、

指定歯科医療機関が結果を市町村に報告する際に、今後の方針等を記入しても

らうなど、同様の情報把握を行う必要があります。 

＊ 市町村は事業の計画段階から地区歯科医師会等と綿密に協議し、要精密検査者

の受け入れ体制を含めた連携方法について、共通理解を図る必要があります。 

 
 
 
 

９ 記録の整備 
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【 図３ 紹介状・回答書の一例 】 

 
＊ 平成 29年度地域保健・健康増進事業報告から、前年度の要精密検査者の精密検査受

診状況および結果について報告が求められています。（表５） 

 
【表５ 地域保健・健康増進事業報告】 

 
 15(5)健康増進（歯周疾患検診・骨粗鬆症検診） 

15(5)-03 歯周疾患検診受診者の状況（平成  年度の精密検査結果） 
 受診者数 

(年度中) 
要精検者 
(年度中) 

(3) 

精密検査受診の有無別人数 

男 
(1) 

女 
(2) 

精密検査受診者 未受診 
(7) 

未把握 
(8) 異常認めず

(4) 
歯周病で

あった者 
(5) 

歯周病以外

であった者 
(6) 

40 歳(01)         
50 歳(02)         
60 歳(03)         
70 歳(04)         

計 (05)         
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② 歯・口腔に関連する生活習慣の改善 

・総合的な成人歯科口腔保健対策の成果は、受診者の歯・口腔に関連する生活習慣 

の改善として現れます。これらは、問診票で把握した項目について、「歯間ブラシ 

またはフロスの使用」等の割合を算出しておくことにより評価ができます。 

③ 歯科口腔保健の向上 

 ・歯科口腔保健の評価にはさまざまな指標が用いられます。検診票例に基づき代表 

的な指標として、以下の項目を例示します。 

● 歯・口腔に関する生活習慣等 
・歯間ブラシまたはフロスをほぼ毎日使っている（週に３～４日使っている、週に 

１～２回使っている、使っていない）者の割合 

● 現在歯の状況 
・一人平均現在（健全、未処置、処置）歯数 

・現在歯数 24歯以上（20～23歯、19歯以下）の者の割合 

・未処置歯がある者の割合 

● 喪失歯の状況 
・一人平均要補綴歯数 

・要補綴歯がある者の割合 

● 歯周組織の状況（CPI） 
・歯肉出血の個人コードが０（１）の者の割合 

・歯周ポケットの個人コードが０（１、２）の者の割合や１以上の者の割合 

  ● 判定 
・異常なし（要指導、要精密検査）の者の割合 

 
 
 
 

この検診により業務を担当したすべての関係者は、「個人情報の保護に関する法律」（平

成 15年５月 30日法律第 57号）等の関係法令及び「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成 16 年 12 月 24 日通知 平成 18 年４月

21 日改正 平成 22 年９月 17 日改正 厚生労働省）」等に留意し、検査結果の取り扱い

等の秘密保持に努める必要があります。 

 
 
 
 
  歯周病は、かつて歯周疾患とよばれており、現在も法令上は「歯周疾患検診」と規定

されていますが、「歯周病検診マニュアル 2015（厚生労働省）において、「歯周疾患」よ

り「歯周病」という文言の使用が推奨されていますので、その点について配慮が必要で

す。 

   
 
 
 

10 個人情報の保護 

11 その他 
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歯周病検診票（例） 
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歯周疾患（歯周病）検診結果のお知らせ（例） 
NO.                          検査日  年  月  日 
 
              様       
 
 永久歯は、「親しらず」まですべてはえると 32本です。 

 生涯にわたって自分の歯で食べることができるように、80歳まで 20本の歯を保つことを目標にしま

しょう。歯が少なくなっている方も、今ある歯を生涯にわたって残すことを目標にしましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 歯周病は、喫煙などの生活習慣や糖尿病などといった身体の病気とも関係があります。 

 歯周病は、重症化すると歯を失う原因になりますので、早期発見のためにも、定期的に歯科医院でチ

ェックを受けましょう。 

 ◆歯周疾患（歯周病）検診の結果は、以下のとおりでした。 

 

【 図４ 結果通知票の一例 】 

 
右のグラフは、平成 23年の各年齢階級における   

1人平均の現在歯の数です。ご自身の歯はいかが 

でしょうか？ 

 

（各地域のデータや情報等の掲載がより身近で 

効果的です。） 

 
 

（平成 23 年歯科疾患実態調査より） 
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【 表６ 歯周疾患（歯周病）検診 結果報告書 】 

 


